
２０１９第４３回ＴＯＹＯＰＥＴ ＳＬカートミーティング全国大会 

特別規則書 

公示 

本大会は、一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という）の公認のもとに２０１９年国際自動車連盟（ＦＩＡ）の

国際モータースポーツ競技規則と国際カート競技規則、それに準拠したＪＡＦ国内競技規則、ＪＡＦ国内カート競技規則

とその付則、および２０１９ＳＬカートミーティング競技・車両規則、本大会特別規則に従って開催される。 

第１章 競技会開催に関する事項 

第１条 競技会の名称 

２０１９第４３回ＴＯＹＯＰＥＴ ＳＬカートミーティング全国大会 

第２条 競技種目および競技会の格式 

種目：第１種競技車両によるスプリントレース 

格式：クローズド・イベントレース（カデットオープン） 

第３条 開催日 

２０１９年１１月９日（土）～１０日（日） 

第４条 開催場所 

鈴鹿サーキット国際南コース 

〒５１０－０２９５ 三重県鈴鹿市稲生町７９９２ 

第５条 主催者の名称と住所 

主催者：一般社団法人ＳＬカートスポーツ機構（ＳＬＯ） 

〒４５６－００４３ 名古屋市熱田区神戸町７０２ 

共催者：鈴鹿モータースポーツクラブ（ＳＭＳＣ） 

第６条 大会組織委員会および審査委員会 

大会公式プログラムに記す。 

第７条 大会競技役員 

大会公式プログラムに記す。 

第２章 競技会参加に関する事項 

第８条 開催クラスと参加定員 

・ＹＡＭＡＨＡカデッットオープン

・ＹＡＭＡＨＡＴＩＡジュニア

・ＹＡＭＡＨＡＴＩＡ

・ＹＡＭＡＨＡレディス

・ＹＡＭＡＨＡＳＳレジェンド

※上記クラスは参加定員３４台

・ＹＡＭＡＨＡＳＳ

・ＹＡＭＡＨＡスーパーＳＳ

※上記クラスは参加定員６８台

車両規則は２０１９ＳＬカートミーティング車両規則による。 

※原則としてレース成立は１０台以上のエントリーがあったクラスとする。

※状況によりクラスの併合、参加台数の枠を変更する場合がある。

※参加台数により賞典が制限される。



 

 

第９条 参加資格 

１）各クラスで 定員を超えるエントリーがあった場合は、以下の優先順位にて参加受理する。 

２０１９年９月末までの各ＳＬシリーズ暫定ポイントランキング上位者。同ランキングの場合は平均参加台数の多

いシリーズの選手。 

２）上記の規定内であっても参加申込期間内にエントリーしなかった場合は参加できない。 

３）レディスクラス、SS レジェンドクラスは先着順で受理される。 

４）参加者は２０１９年度有効な SL メンバーズカードとＳＬＯ安全協力会登録カード（ＷＥＢサイトの会員証でも可）、

ＳＬメンバーズブックの３点を所持していなければならない。 

５）レディス以外の参加者は、出場クラスの参加が可能なＳＬメンバーズグレードを満たしていること。（２０１９年ＳＬ

カートミーティング競技規則第２章競技参加に関する事項４．エントリーの資格を参照のこと。） 

 

第１０条 受付期間 

ＷＥＢサイトからの申込み 

２０１９年９月１６日（月）０時００分～１０月５日（土）２３時５９分 

※上記以外の方法は一切受け付けません。 

※申込締切日厳守 

  

参加申込先ＷＥＢサイト 

 鈴鹿サーキット SL カートミーティング全国大会ホームページ 

https://www.suzukacircuit.jp/motorsports_s/sl_kart/ 内の「お申込み」から 

 

第１１条 参加申込についての問合せ先 

鈴鹿モータースポーツクラブ（ＳＭＳＣ）カート事務局 

〒５１０－０２９５ 三重県鈴鹿市稲生町７９９２ 

ＴＥＬ：０５９－３７８－３４０５ 

 

第１２条 参加者決定の発表 

１０月１０日（木）午後２時にＳＬＯホームページにて発表します。 

 

第１３条 参加料およびピット登録料 

参加料：全クラス ２３，０００円 

※土曜日練習走行料含む。ピット登録は含まれておりません。 

ピットクルー登録料 1 名 ３，５００円 登録は２名まで。 

※前夜祭は行いません。 

 

第１４条 参加料の支払い 

参加者決定の発表後、ＷＥＢサイトからの申込時に選択した支払い方法にて、エントリーフィーの決済を行うものと

する。支払い方法は、クレジットカード決済・コンビニ決済・ネットバンキング（ジャパンネット銀行に口座をお持ちの

方のみとなります）の３点の選択となります。 

 

尚、各支払い方法の支払い期日は以下の通りとする。 

クレジットカード決済：１０月１５日 

ネットバンキング：１０月１５日 

コンビニ決済：１０月１８日 

※支払期日までに決済が完了しない場合、参加は受理されませんので、期日を厳守して下さい。 

 

第１５条 誓約書・承諾書への署名および提出 

参加者はＷＥＢ申込みのページにある、誓約書・承諾書をプリントアウトして内容を確認いただき下記を記入・ご準 

備の上参加受付時までにＳＭＳＣカート事務局へ提出して下さい。 

 ・成人参加者 ：誓約書・承諾書へ 日付・ドライバーの署名・印鑑を捺印の上、提出。 

 ・未成年参加者：誓約書・承諾書へ日付・ドライバー署名・印鑑の捺印に加え、保護者の署名・実印の捺印と 

その印鑑証明(３ヶ月以内に取得したもの)を付帯して提出。 

※未成年参加者において、事前に年間誓約書・承諾書を提出済みの場合は印鑑証明のみ 

提出は不要となる。（上記に加え誓約書・承諾書に年間受理番号の記入をお願いいたします。） 

 

 

 

 

申込 WEB の QR コード 



 

 

第１６条 参加特典 

１）２０１９年９月３０日現在の各ＳＬシリーズポイントランキング最上位者にはＳＬ全国大会参加者助成金が支給さ

れる。（第３１条参照） 

２）ＳＬＯに認定されていないシリーズ、クラス、および不成立のクラス、またＳＬＯ本部にレース開催報告がないクラ

スは対象外とする。 

 

第１７条 もてぎ・鈴鹿(MS)共済会 (保険) 

鈴鹿サーキットにおいてスポーツ走行およびレース大会に参加するドライバー・ピット要員の内２０１９年度有効な

SMSC、ＴＲＭＣ－Ｓ会員以外のドライバー・ピット要員はもてぎ・鈴鹿共済会への暫定加入が必須となる。なお、暫

定加入は参加申込と同時に出来、費用は以下とする。 

ドライバー：２，０００円/1 名 ピット要員：５００円/1 名 

ＭＳ共済会保険金支給規定は、ＭＳ共済会規約書に準ずる。 

 

第１８条 ＳＬＯ保険 

１）ドライバー 

参加するドライバーはＳＬＯ安全協力会への加入を必須とする。未加入の場合はＳＬＯのホームページより内容

を確認のうえ加入すること。大会当日にカードが未着の場合は入会控えを用意しておくこと。 

２）ピットクルー 

オーガナイザーの付保する保険と合わせ、５００万円以上の有効な保険加入を必須とする。 

※ただし今大会は第 17 条のもてぎ・鈴鹿(MS)共済会の加入が必須となる為、追加の保険加入は義務付けしな 

 い。 

 

第１９条 タイヤディストリビューション方法 

１）本大会で使用するドライタイヤの購入先ショップ名を参加申込時に必ず記載すること。ショップに所属しない参加

者およびヤマハと取引のないショップは、鈴鹿サーキットより購入すること。土曜朝のタイヤデリバリー時間まで

に現金で精算すること。 

２）ドライタイヤは主催者より土曜朝に配布、土曜夕方に回収・主催者が保管し、日曜朝に再度配布を行う。（詳細

スケジュール・配布方法については別途、公式通知で公示される。）回収の際はタイヤホルダーを使用すること

が望ましい。 

３）購入先ショップを指定した参加者は当該ショップにドライタイヤの代金を支払うこと。各ショップへは後日ヤマハモ

ーターパワープロダクツ（株）より代金が請求される。 

 

第３章 競技に関する事項 

 

第２０条 自動計測器 

１）オーガナイザーが自動計測装置（以下トランスポンダーとする）を用意している。参加者は出走時にこの装置を

車両に取り付けなければならない。取り付けを拒否した場合は、当該車両およびドライバーは出走を認められな

い。 

２）トランスポンダーの配布は、選手受付時に行い、返却については各レース終了後１時間以内とする。 

３）参加者は主催者が用意する計測器の代わりに自身で所有するＭＹＬＡＰ社製のマイポンダーを使用することが

出来る。ただし、以下の項目を遵守すること。 

①、申し込み時に WEB エントリーフォーム・参加申込用紙の該当欄に使用するマイポンダーの７桁の番号を記入

すること。  

②、マイポンダーを使用する場合は参加者がその機能を保全する責任を負う。計時委員長の判断により、競技

役員から指示されたときは。直ぐに主催者の用意するトランスポンダーに替えること。 

③、①②において指示に従わない場合や機能不具合における不利益は参加者がその責任を負う。 

 

第２１条 燃料 

１）使用するガソリンは、指定スタンドで販売されるガソリンを使用すること。購入時に、購入証明書を受け取り、車

検時に提出すること。指定スタンド、営業時間は公式通知に記載される。 

２）燃料性能を変えるような装置の取り付けや、添加剤の混入は禁止する。 

３）予告無く燃料の抜き打ち検査をする場合がある。それにより違反、失格となった場合は、検査費用の一切は参

加者負担とする。参加者が未成年の場合は保護者、親権者が負担すること。 

４）採取用として各ヒート終了後,燃料タンクに１リットル以上の燃料を残しておくこと。各ヒートに使用した潤滑剤（オ

イル）サンプルの提出を求める場合がある。 

  

 

 



 

 

第２２条 レースシステム 

予選ヒートの有無、グループ分け、ヒート数、周回数およびファイナルヒート進出台数とその周回数は公式通知に示

される。 

 

第２３条 出走台数 

予選・決勝ヒートとも最大出走台数は３４台とする。 

 

第２４条 スタート方法 

スタートは、「２０１９ＳＬカートミーティング競技規則」第 4 章 8 に基づく。スタート方法に変更がある場合は、公式通

知にて公示される。 

 

第４章 賞典に関する事項 

 

第２５条 賞典 

１）正副賞の他に次の賞典が設定される。 

２）クラブ賞：各クラス上位１０位の選手をクラブ毎にポイント集計して、上位クラブに盾と賞金を授与する。 

賞典 

最優秀クラブ：盾＋１５万円・２位：盾＋１０万円・３位：盾＋８万円・４位：盾＋７万円・５位：盾＋５万円・ 

６～１０位：盾＋３万円 

    ポイント：１位：１０点、２位：９点、３位：８点、４位：７点、５位：６点…１０位１点 

地区によるハンデキャップ： 

   クラブの本拠地所在地により取得ポイントが調整される。 

三重・奈良  ８０% 

大阪・和歌山・愛知・岐阜・京都・滋賀  ９０％  

鳥取・岡山・兵庫・静岡・長野・石川・冨山・福井 １００％ 

島根・広島・山口・四国・関東・山梨・新潟 １２０％  

九州・東北 １４０％ 

北海道・沖縄  ２００％ 

なお、クラブ賞の対象となるための条件は次の通りとする。 

①クラブ名が個人名でないこと。 

②２名以上の参加があること 

③地元のシリーズ戦でも使用されているクラブ名であること。（臨時、単発のクラブでないこと） 

３）ＴＯＹＯＰＥＴ賞 

成績に関わらず大会での活躍が認められた選手に授与される。 

最優秀ジュニア賞：盾＋副賞 

最優秀レディス賞：盾＋副賞 

ジェントルマン賞（４０才以上）盾＋副賞 

 

第４章 その他の事項 

 

第２６条 大会の延期および中止 

オーガナイザーは大会審査委員会の承認を得て大会の一部あるいは全部を延期、中止する事ができる。大会の全

部を中止あるいは２４時間以上延期する場合、参加料は返金振込手数料を除き全額返還される。ただし保険料は

返還されない。なおエントラント、ドライバーはこれによって生じる損失についてオーガナイザーに抗議する権利を有

しない。さらに、オーガナイザーは大会審査委員会の承認を得て大会の内容を変更する権限もあわせて保有する

ものとする。これに対する抗議は認められない。 

 

第２７条 公式通知の発行 

本規則書に記載されていない競技運営上の細則や参加者に対する指示、本規則書に生じた必要指示事項は公式

通知によって示される。公式通知は、以下の方法によって参加者に通知される。 

１）ホームページ上に提示される。 

２）大会事務局に掲出される。 

３）パドックの掲示板に掲出される。 

４）ドライバーズブリーフィングで指示される。 

５）緊急の場合は場内放送で伝達される。 

 

 

 



 

 

第２８条 肖像権に関して 

主催者、共催者、およびこれらの指定した第三者は、参加者の写真その他の肖像、参加車両の写真、デジタル画

像、音声、映像等をＷＥＢサイ、報道、放送、出版等に用いることができる。 

 

第２９条 ピット・パドック、駐車エリア使用に関して 

各チームに割り当てられるテントスペースは基本 1 台あたり３ｍ×３ｍとする。 

ピット・パドックは火気厳禁。タバコ等火気を取り扱わないこと。 

（タバコは指定された場所で喫煙すること。） 

また、ピット・パドック使用後は責任をもって清掃すること。 

競技車両のピット・パドックでのエンジン始動は禁止とする。エンジン始動場所（暖気エリア）については公式通知に

て場所・方法を指定する。 

 

第３０条 負傷時の医務室受診義務  

負傷した際は必ずサーキット内医務室の診断を受けなければならない。 

負傷時の指定病院 

鈴鹿中央総合病院 三重県鈴鹿市安塚町山之花１２７５－５３ TEL：059-382-1311 

鈴鹿回生病院  三重県鈴鹿市国府町１１２－１ TEL：059-375-1212 

三重県立総合医療センター  三重県四日市市大字日永５４５０－１３２ TEL：059-345-2321 

 

第３１条 助成金 

ブロック シリーズ名 開催コース 助成金 

北海道 雨竜 雨竜サーキット 155,000 円 

山形 カートソレイユ最上川 カートソレイユ最上川 66,000 円 

宮城 SUGO カートレース スポーツランドＳＵＧＯ 69,000 円 

栃木 
KARTING Series TOCHIGI フェスティカサーキット栃木 47,000 円 

もてぎカートレース ツインリンクもてぎ 50,000 円 

新潟 SPN スピードパーク新潟 55,000 円 

茨城 IMSP SPEED GAMES イタコモータースポーツパーク 47,000 円 

埼玉 ＣＡカートレース サーキット秋ケ瀬 39,000 円 

群馬 HARUNA CUP KART RACE 榛名モータースポーツランド 39,000 円 

千葉 
茂原 WEST-CUP 茂原ツインサーキット 42,000 円 

NTC CUP 新東京サーキット 41,000 円 

神奈川 大井松田チャレンジカップ 大井松田カートランド 31,000 円 

長野 あづみ野チャレンジカップ サーキットあづみ野 26,000 円 

静岡 APG CUP オートパラダイス御殿場 29,000 円 

愛知 石野カート M 石野サーキット 9,000 円 

三重 

レインボーカップ レインボースポーツカートコース 5,000 円 

中日本 モーターランド鈴鹿 4,000 円 

鈴鹿選手権 鈴鹿サーキット 3,000 円 

岐阜 フェスティカサーキット瑞浪 フェスティカサーキット瑞浪 12,000 円 

滋賀 琵琶湖 琵琶湖スポーツランド 10,000 円 

大阪 生駒 スポーツランド生駒 10,000 円 

兵庫 
たからづか たからづかカートフィールド 13,000 円 

神戸 神戸スポーツサーキット 16,000 円 

広島 KPH カートピスタヒロシマ 44,000 円 

山口 
ナチュラ ナチュラサーキット 54,000 円 

柳井 柳井スポーツランド 47,000 円 

熊本 中九州 中九州カートウェイ 74,000 円 

１）２０１９年９月３０日現在の各シリーズランキングポイント最上位者に対して、上記の参加助成金を支給する。助

成金支給対象となるＳＬシリーズは９月３０日現在、年間開催予定の２分の１以上の戦数が、ＳＬ認定成立台数以

上によって消化されていることを条件とする。尚、この条件に開催戦数が満たない場合はＳＬＫＣとシリーズ戦主

催者が協議して決定する事とする。 

２）本大会において不成立により他クラスとの混走を行う場合は、上記①の支給条件を前提として、５０％の参加助

成金が支給される。 

※当日不参加ならびに選手参加受付時に参加確認出来なかった場合は参加助成金の支給および参加料の

一部返還はされない。 

※参加助成金支給額の判定に対して一切の抗議は受け付けない。 



 

 

 

第３２条 賞金・助成金の受取に関して 

１）参加助成金は、土曜日の大会受付時に支給される。参加助成金支給対象者は参加受付に、印鑑を必ず持参す

ること。 

２）５万円以上の助成金対象者はマイナンバーカード（マイナンバー通知書）コピーの提示が必要です。 

３）５万円以上のクラブ賞対象者のクラブ代表者はマイナンバーカード（マイナンバー通知書）コピーの提示が必要

です。 

※当日マイナンバーが提示できない方は後日振込となります。 


